
船舶事故調査報告書 

令和４年４月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年５月１９日 ０４時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県薩摩
さ つ ま

川内
せんだい

市鴨
かもの

瀬
せ

 

 川内港南防波堤灯台から真方位２０７°３.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３１°４８.５′ 東経１３０°０９.３′） 

事故の概要 押船翔
しょう

洋
よう

丸は、起重機船翔洋を押して北東進中、鴨瀬に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 令和３年６月２日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 翔洋丸、１９トン 

２６０－４０９２４熊本、株式会社日本政策金融公庫、千原海

事株式会社 

Ｂ 起重機船 翔洋、長さ５３.５ｍ 

なし、千原海事株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部船底に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

   日出時刻：０５時２０分ごろ、月出時刻：１１時４７分ごろ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１７４cm（川

内） 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか３人が乗り組み、船首喫水約１.５ｍ、船尾喫水

約１.４ｍとなったＢ船の船尾凹部に船首部を嵌合
かんごう

して押船列（以下

「Ａ船押船列」という。）を構成し、船長が海面上の眼高が１０ｍを

越えるＡ船の操舵スタンド左舷側に置かれた椅子に腰を掛けて遠隔操

舵装置による手動操舵で操船に当たり、薩摩川内市川内港へ向けて北

進した。 

船長は、約７ノットの対地速力で航行中、右舷船首方に川内港南防

波堤灯台の灯光を認めた。 

船長は、川内港南西方沖の鴨瀬付近を航行した経験が年に４回あっ

たがＡ船の船長となって約１月で、Ａ船押船列を操船するのが初めて

であり、操舵の練習を行うことを思い立ち、認めた川内港南防波堤灯

台の灯光へ向かうように右舵を取った。 

Ａ船押船列は、船長が川内港南防波堤灯台の灯光へ向けて操舵する

ことに意識を向けて北東進中、Ｂ船の船首部が鴨瀬に乗り揚げた。 



Ａ船押船列は、船長が、Ｂ船の右舷船首部の浸水を認め、本事故の

発生を１１８番通報後、手配した潜水士によって損傷の応急措置が施

され、潮位が高くなって自然に離礁し、自力で航行して川内港に入港

した。 

船長は、操船していた位置から船首方を見たとき、Ｂ船船首部に設

置のクレーン操縦席、ブーム及びガントリーで一部死角が生じ、鴨瀬

に向首していることに気付いていなかった。 

船長は、鴨瀬へ向けて転針する前、レーダー画面を時々見ていた

が、クレーン操縦席による干渉で鴨瀬の映像を確認できず、ＧＰＳプ

ロッター画面も確認したが小縮尺で鴨瀬が表示されていなかったの

で、鴨瀬の存在を失念していた。 

分析 Ａ船押船列は、船首方に死角があり、レーダー画面がクレーン操縦

席による干渉を受ける状況で北進中、船長が、小縮尺のＧＰＳプロッ

ター画面とレーダー画面を見た後、鴨瀬の存在を失念したまま川内港

南防波堤灯台の灯光へ向けて操舵することに意識を向けて北東進した

ことから、鴨瀬に向かっていることに気付かず、鴨瀬に乗り揚げたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船押船列が船首方に死角があり、レーダー画面

がクレーン操縦席による干渉を受ける状況で北進中、船長が、小縮尺

のＧＰＳプロッター画面とレーダー画面を見た後、鴨瀬の存在を失念

したまま川内港南防波堤灯台の灯光へ向けて操舵することに意識を向

けて北東進したため、鴨瀬に向かっていることに気付かず、鴨瀬に乗

り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、夜間、ＧＰＳプロッター画面を拡大表示するなど周囲

の障害物の存在を確認して操船すること。 

 ・操船者は、航行中、船首方に死角がある場合やレーダー画面がク

レーン操縦席による干渉を受ける場合、特定のことに意識を向け

ることなく、船首部に見張り員を配置したり、減速したりして周

囲の状況を確認すること。 

 
 


